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自転車｢幼児用座席等｣に関するルールについて
～自転車に幼児を乗せられるのはどんな時？～

① 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に

達するまでの者１人を幼児用座席に乗車させ

ている場合

② 16歳以上の運転者が、４歳未満の者１人を

背負い、ひも等で確実に緊縛している場合

③ 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に

達するまでの者２人を※幼児二人同乗用自転

車の幼児用座席に乗車させている場合

④ 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に

達するまでの者１人を※幼児二人同乗用自転

車の幼児用座席に乗車させ、かつ、４歳未満

の者１人を背負い、ひも等で確実に緊縛して

いる場合

自転車の二人乗り等は、道路交通法により禁止とされています。
幼児等を乗せる以下の場合において、二人乗り等禁止の例外を認めています。

岐阜県道路交通法施行規則（軽車両の積載制限等）

※幼児二人同乗用自転車（運転者のための乗車装置及び２の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造
又は装置を有する自転車をいう。）

ヘルメットとシートベルトの着用をお願いします ! !
道路交通法でも｢１３歳未満の幼児・児童には、保護者等がヘルメットを被せるように努めな

ければならない。｣と努力義務が定められています。
万が一の時に、お子さんの命を守るため｢ヘルメットとシートベルトの着用｣をお願いします。
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